
地域の実情に応じ、
当面は併存

休日の地域クラブ活動
【位置付け】学校と連携して行う地域クラブ活動

（法律上は社会教育、スポーツ・文化芸術）

■地域の多様な主体が実施。学校は、活動方針、活動
状況や生徒に関する情報の共有等を通じて連携。

■少子化の中、持続可能
な体制にする必要
（学校や地域によっては
存続が厳しい）

■地域の実情に応じた
段階的な体制整備

学校部活動
【位置付け】学校教育の一環（教育課程外）

学校部活動の地域連携
■合同部活動の導入や部活動指導員等の
適切な配置により生徒の活動機会を確保

指導者 当該校の教師
参加者 当該校の生徒
場所 当該校の施設
費用 用具、交通費等の実費
補償 災害共済給付

指導者 部活動指導員等、関係校の教師
（※ｱｽﾘｰﾄ・ｱｰﾃｨｽﾄ等の人材を含む）

参加者 関係校の生徒
場所 拠点校の施設
費用 用具、交通費等の実費
補償 災害共済給付

運営団体・
実施主体

①地方公共団体（※複数地方公共団体の連携を含む）
②多様な組織・団体（総合型地域ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ、ｽﾎﾟｰﾂ少年
団、体育・ｽﾎﾟｰﾂ協会、競技団体、ﾌﾟﾛﾁｰﾑ、民間事業者、大
学、文化芸術団体、地域学校協働本部、同窓会等）

指導者 地域の指導者（一部教師の兼職兼業）
参加者 地域の生徒（※他の世代が一緒に参画する場合を含む）

場所 学校施設、社会教育施設、公共のスポーツ・文化施設、
地域団体・民間事業者等が有する施設

費用 可能な限り低廉な会費＋用具、交通費等の実費
補償 各種保険等

学校部活動の地域連携、地域クラブ活動への移行の全体像（イメージ）
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※市区町村が自ら運営団体となることもある。
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休日の地域クラブ活動

学校部活動の地域連携

市区町村

スポーツ・
文化芸術団体 大学 民間

事業者
地域学校
協働本部

地域クラブ活動

指導者

※直ちに①②のような体制を整備
することが困難な場合

総合型
地域スポーツ
クラブ

民間
事業者等

指導指導

地域クラブ活動
参加

○○中学校 ◆◆中学校△△中学校
参加

○○中学校 ◆◆中学校△△中学校

（単体の）部活動 合同部活動

部活動指導員 部活動指導員
指導 指導

地域の人材 地域の人材

連携

○○中学校

○○中学校

□□中学校

△△中学校
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休日の部活動の地域移行に係る手順の流れ（イメージ例）

運営団体の
確保

指導者の確保

マッチング

生徒・保護者・
住民への周知

実施

協議会の設置

ニーズ・課題把握

情報発信

協議会の設置 方針の提示 情報発信
都道府県

市区町村

学校：教師の兼職
兼業の希望の把握

学校：学校施設の
開放

都道府県：
人材バンクの設置

活動場所の確保

活動内容の決定
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関係者の巻き込み・
合意形成 運営団体の確保 指導者の確保 その他環境整備 実施

都道府県

【スポーツ・文化振興担当部署】
・協議会を設置
・方針の提示
・手引きやＨＰの作成、説明会
の実施等を通じて情報を発信

【スポーツ・文化振興担当部署】
・都道府県単位のスポーツ・文
化芸術団体との連携

【スポーツ・文化振興担当部署】
・指導者の発掘・把握
・人材バンクの設置

【教育委員会】
・兼職兼業の規定・運用の改善

【協議会】
・施設利用の効率的
運用等を検討し、利
用ルール等を策定

【スポーツ・文化振興
担当部署】
・活動を広く周知

市区町村

【スポーツ・文化振興担当部署】
・教育委員会等とも連携し、協
議会を設置

【協議会】
・関係者へのヒアリング等を実施
・ニーズ・課題を把握

【スポーツ・文化主管課】
・手引きやHPの作成、説明会の
実施等を通じて情報を発信

【スポーツ・文化振興担当部署・
協議会】
・地域スポーツ・文化活動を担う
運営団体を確保

【協議会】
・運営団体との連携体制を構築

【協議会】
・人材バンクの活用
・地元の民間企業・大学等との
連携
・地域人材の掘り起こし

【協議会】
・運営団体・実施主体とのマッチ
ングを実施

【協議会】
・学校施設や社会教
育施設等の活動場
所を確保
・施設利用の効率的
運用等を検討し、利
用ルール等を策定

【協議会】
・地域クラブ活動にお
ける活動内容を決定

【スポーツ・文化振興
担当部署】
・活動を周知し、実施

スポーツ・
文化芸術
団体、
民間事業
者等

・上記協議会への参画
・上記ヒアリングの対応 ・上記取組への協力・参画

・人材バンクへの人材登録
・研修等を通じた指導者の質・
量の確保

【運営団体】
・地域クラブ活動にお
ける具体的な活動内
容を決定

【運営団体】
・活動を周知し、実施

学校
・上記協議会への参画
・教師のニーズ把握
・生徒・保護者のニーズ把握

・教師の兼職兼業の希望の把
握

・利用ルールに基づく
学校施設の開放

・活動方針、活動状
況や生徒に関する情
報の共有
・地域クラブ活動につ
いて周知

休日の部活動の地域移行に係る要素（例）
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